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 １ 事業スケジュール・手続きの流れ                              

１ 事業スケジュール 
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２ 手続きの流れ（①～⑤は申請から交付決定まで） 

 項目 実施者 期間等 内容 

① 公募 県 ２週間程度 県が、期間を定めて公募します。 

②・③  

申請書の作成と 

補助金交付申請 

事業者 

公募期間中 

公募期間の末日

の17時までに提

出（必着） 

事業者は、施工業者等にエネルギーコスト削減のエ

ビデンス作成を依頼しながら、仕様を作成します。併

せて、見積依頼書やカタログを提示し、見積書を２社

以上徴取します。この場合、県内の中小企業者等から

の徴取に努めてください。 

事業者は、これらにより利用の手引き「申請編」

（P17～）に基づき補助金交付申請書を作成し、支援

機関（商工団体）へ提出します。 

⑤の交付決定以前に事業に着手した場合は、補助

対象となりませんので注意してください。 

③ 

支援機関による確認

と補助金交付申請書

の提出 

支援機関

(商工団体) 

１か月半～２か

月程度（支援機

関から県（事務

局）への提出は、

公募締切後２週

間程度） 

支援機関が補助金交付申請書の内容を確認し、補

助金の申請が適当と認められる場合、「補助金 調査

書・支援計画書」を作成し、補助金申請書に添付して、

県（事務局）へ提出します。 

なお、確認において必要と認められる場合は、事業

者に対して資料の修正や追加を求めることがありま

す。 

④・⑤ 

県（事務局）による審

査と補助金交付決定 

県 

(事務局) 
 

県（事務局）は、審査基準に従い、補助金交付申請

書の内容を審査し、補助金の交付が適当と認められ

る場合は、補助金交付決定を行い、事業者に補助金

交付決定通知書（支援機関に写し）を送付します。 

なお、審査において必要と認められる場合は、事業

者に対して資料の修正や追加を求めることがありま

す。 

また、補助金の交付決定は公募回ごとに前半・後半

の２回に分けて行います。同じ公募回で申請していて

も、県の審査が完了する時期で交付決定日が異なる

場合がありますので、ご了承ください。 

⑥事業の着手・実施 事業者 

交付決定日以

降、補助対象期

間内 

事業者は⑤の補助金交付決定を受けて、事業に着

手します。 

交付決定を受けた事業内容で発注書等により事業

を行ってください。なお、②で徴取した見積書に見積

書有効期限の記載のある場合で、発注時に有効期限

が経過している場合は、見積書を徴取し直してくださ
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＝事業者（補助金申請者）が行う必要のある手続き 

 

  

い。 

発注にあたっては、予定納期が補助対象期間内に

あることを再度確認した上で、発注書等に明記してく

ださい。 

交付決定後にやむを得ず型番や仕様の変更、事業

期間など事業内容を変更する必要が生じた場合は、

3-1（P8～）を確認し、必要な手続きを行ってくださ

い。 

設備の更新等（既存設備の撤去・廃棄等を含みま

す。）が完了したら、適切な納品書を受領し、事業者に

よる検収を行ってください。適当と認められる場合は、

納品書の余白に検収内容を記載するか、別に検収調

書を作成してください。 

検収後、請求書により原則として銀行振込で支払っ

てください。 

⑦・⑧ 

補助金実績報告書の

作成と提出 

事業者 

補助事業期間の

末日の 17 時ま

で（必着） 

事業者は、2-1（P4～）を参照して補助金実績報告

書を作成し、支援機関に提出します。 

⑧ 

補助金の実績の検査

と県への報告 

支援機関

(商工団体) 

支援機関から県

（事務局）への提

出は、受付後２

週間程度 

支援機関は、事業者から提出された補助金実績報

告書の内容を確認し、適切に事業が完了していると認

められる場合は、県（事務局）に提出します。 

なお、確認において必要と認められる場合は、事業

者に対して資料の修正や追加を求めることがありま

す。 

⑨～⑪ 

県による検査と額の

確定及び補助金の支

払 

県 

(事務局) 

支援機関から⑧

の提出を受けた

後、２か月～２カ

月半程度 

県は、補助金実績報告書の内容を確認し、適当と認

められる場合は、補助金の額の確定を行い、事業者に

対して額の確定通知（支援機関に写し）を送付します。

併せて、事業者の指定する口座に補助金を支払いま

す。 

なお、検査において必要と認められる場合は、事業

者に対して資料の修正や追加を求めることがありま

す。 

※ 資料の修正や追加が発生した場合には、左記の期

間を超過することがあります。 
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 ２ 実績報告の手続き                              

１ 実績報告の手続き 

⑴ 実績報告の時期 

補助事業が完了（納品・検収、支払、事業に使用する許認可等が必要な場合はその許認可等を取

得し、既存設備等の撤去・廃棄等が必要な場合はその撤去・廃棄等が完了した段階）してから、15

日が経過する日（※）又は令和８年１１月３０日のいずれか早い時期までに実績報告を行ってくださ

い。 

この期間内に実績報告の提出がない場合、補助金を支払うことができませんのでご注意ください。 

（※）「15 日が経過する日」とは、補助事業完了日を１日目とカウントした 15 日目となりますので、

例えば令和８年８月１日に補助事業が完了した場合、実績報告期限は令和８年８月 15日とな

ります。 

⑵ 提出先 

支援機関に提出してください。 

 支援機関  

・ 最寄りの商工会議所、商工会 

・ 島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会、公益財団法人しまね産業振興財団 

※「支援機関（相談、受付窓口）」（Ｐ20）を参照してください。 

⑶ 提出方法 

⑸の実績報告書類により必要書類を作成し、 

・ 電子メール 

・ 郵送 

・ 持参 

のいずれかの方法により支援機関へ提出してください。 

ただし、郵送又は持参のいずれかの方法による場合も必要書類①～⑧作成した指定の Excel 様

式のデータについては必ず電子メールでも併せて提出してください。 

電子メールによる場合は、指定の Excel様式以外は PDFにより提出してください。 

※PDFの写真が不鮮明な場合など、JPEGデータ等の提出をお願いすることがあります。 

⑷ 提出期限 

補助事業が完了（納品・検収、支払、事業に使用する許認可等が必要な場合はその許認可等を取

得し、既存設備等の撤去・廃棄等が必要な場合はその撤去・廃棄等が完了した段階）してから、15日

が経過する日（※）又は令和８年１１月３０日のいずれか早い時期の１７時（必着） 

なお、⑶提出方法のただし書きによる提出の場合は、電子メールでの提出と郵送又は持参による

提出のいずれについても提出期限までに提出してください。 
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支援機関の皆さま  

提出を受けた実績報告書類を確認後、概ね２週間以内に、事務局まで実績報告書類を

提出してください。 

 

⑸ 実績報告書類 

実績報告書類は次ページの表に基づき、作成してください。 

なお、指定の Excel 様式については、必ず申請書の最終版データが入力されているものを

使用してください。 
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必要書類 備考 

指
定
のE

x
c
e
l

様
式 

※
交
付
決
定
を
受
け
た
最
終
デ
ー
タ
に
上
書
き
し
て
く
だ
さ
い 

※「共通項目」シートに必要事項を入力すると、各シートに反映されます。 

①補助金実績報告書 ・ 交付要綱様式第８号を提出してください。 

・ 郵送又は持参により提出する場合も指定の Excel

様式は支援機関に電子メールで提出してください。 

②「実績報告①」 

【事業概要】 

・ 共通項目等の他のシートから転記されるので、入

力内容を確認してください。 

③「実績報告②」 

【直近の決算等におけるエネルギーコ

ストの状況の明細書】 

・ 共通項目等の他のシートから転記されるので、入

力内容を確認してください。 

④「実績報告③」 

【更新・導入する設備・機器及び光熱

費・燃料費年間削減額の明細】 

・ 納品書、検収調書、エビデンス等から日付・金額等

を転記してください。 

・ 既存設備の廃棄を、更新設備の発注先以外が行う

場合には、必ず「■廃棄方法」に、具体的な内容を

記載してください。 

⑤「実績報告④」 

【導入効果と経営への影響】 

・ 用途及び効果・特徴を簡潔に記入してください。 

⑥実績報告時の整理表 ・ 各項目に該当する日付を記入してください。 

・ 施工業者等のチェック欄と申請者のチェック欄があ

ります。 

・ 内容を確認しながら、必要な項目すべてにチェック

（☑）又は該当なし（■）を入れてください。 

※必ずすべての項目が確認済み（色なし）となるよ

うにしてください。 

⑦実績報告時のチェックリスト ・ 施工業者等のチェック欄と申請者のチェック欄があ

ります。 

・ 内容を確認しながら、必要な項目すべてにチェック

（☑）又は該当なし（■）を入れてください。 

※必ずすべての項目が確認済み（色なし）となるよ

うにしてください。 

⑧取得財産等管理台帳 ・ ５０万円以上の設備の場合、作成・提出が必要で

す。 

・ 詳細は４－２－⑬（Ｐ１9）を確認してください。 

⑨対象設備の光熱費・燃料費の年間削減額の

エビデンス 

仕様書、カタログ等（既存・更新とも） 

・ 申請時の設備から、型番・消費電力に変更がない

場合は、提出不要です。 

・ 詳細は３－１－⑴（Ｐ8～）を確認してください。 

⑩見積依頼書等の写し ・ 異なる設備等（型番・個数）の見積書を２社以上か

ら徴取する場合は、見積り依頼時に仕様を示した

書類（見積依頼書等）の提出が必要です。 
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・ 同一の設備等の見積書を２社以上から徴取する場

合は、提出不要です。 

・ 詳細は４－２－②（Ｐ１４）を確認してください。 

⑪見積書の写し ・ 申請時に添付した見積書を使用しても差し支えあ

りません。その場合には、有効期限等を確認してく

ださい。 

・ 詳細は 4－２－③（Ｐ14）を確認してください。 

⑫発注書等の写し ・ 発注書又は契約書を提出してください。 

・ 詳細は 4－２－⑤（Ｐ１４）を確認してください。 

⑬納品書等及び検収調書の写し ・ 納品書の余白へ記載することにより検収調書に代

えることが可能です。 

・ 詳細は 4－２－⑥（Ｐ１５）、⑦（Ｐ１6）を確認してくだ

さい。 

⑭事業に使用する許認可等の写し ・ 補助事業の対象が事業に使用する許認可等の確

認が必要な車両等の場合に必要です。 

・ 詳細は 4－２－⑧（Ｐ16）を確認してください。 

⑮更新設備の写真 ・ 詳細は 4－２－⑨（Ｐ16）を確認してください。 

⑯既存設備等の撤去・廃棄等を行ったことが

わかる書類の写し 

・ 「⑮更新設備の写真」で既存設備の撤去・廃棄等を

行ったことがわかる場合には提出不要です。 

・ 詳細は 4－２－⑩（Ｐ17）を確認してください。 

⑰請求書の写し ・ 振込先の口座情報の記載が必須です。 

・ 詳細は 4－２－⑪（Ｐ17）を確認してください。 

⑱支払いを証明できる書類の写し ・ 原則として銀行振込以外は認められません。 

・ 詳細は 4－２－⑫（Ｐ17～）を確認してください。 

※提出された書類は、返却できません。写しを取るなどして、必ず控えを手元に保管してくださ

い。 

※提出された書類は、本事業の審査や補助金の交付以外には使用しません。 

※実績報告後に、別途書類の提出を求める場合があります。 
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 ３ 事業の実施にあたっての留意事項等                            

１ 補助事業者の義務（事業を実施する事業者） 

⑴ 報告等が必要な項目 

交付決定を受けた補助事業の実施にあたり、以下の事項については、申請、報告等が必要となりま

す。 

① 事業内容の変更……………交付要綱第９条 

変更を行う場合は、事前に知事へ変更申請書を提出し、承認を得ることが必要です。なお、対

象経費が増額となる変更内容であっても、交付決定額が当初の額より増額されることはありま

せん。また、対象経費が減額となる変更内容の場合は、交付決定額は当初の額から減額となり

ます。 

【想定される主な事例】 

ア 対象経費が増減する場合 

見積書等を再度徴取した上で、以下の該当する手続きを行ってください。 

（発注（契約）前の変更の場合は、２社以上から見積書を徴取して価格を比較する必要

があります。） 

(ｱ) 対象経費が 20％以上増減する場合 

変更承認申請が必要となります。 

変更承認申請書（様式第５号）に理由を記載の上、対象設備の光熱費・燃料費の年

間削減額のエビデンス、仕様書・カタログ等、見積書を添付して提出してください。 

※ 発注前である場合は、変更承認の通知があるまで発注はできません。 

※ 発注後であっても、審査の結果、補助対象外となる可能性があります。 

(ｲ) 対象経費の増減が 20％未満の場合 

変更承認申請は不要です。実績報告時に任意の様式で変更理由書を作成の上、

変更後の内容で実績報告書類を提出してください。 

※ 支払手数料分が値引きされたための減額及び申請時に金額未定と申告済みの

下取り価格が決定したことにより増減する場合は、理由書の提出は不要です。

実績報告③【B】に金額を記載してください。 

イ 交付決定後、補助事業者の都合で型番や仕様が変更となる場合 

交付決定後に補助事業者の都合で型番や仕様を変更することは認められません。３－１

－⑴－②（Ｐ１０）により、事業の廃止申請の手続きを行ってください。 

廃止手続き完了後は、新たな事業内容で再度申請を行うことが可能です。 

ウ 交付決定後、補助事業者の責によらない理由で型番や仕様が変更となる場合 

エネルギーコスト削減の効果を再度算定し、また、見積書等を再度徴取し直した上で、

以下の該当する手続きを行ってください。 

（発注（契約）前の変更の場合は、２社以上から見積書を徴取して価格を比較する必要

があります。） 
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(ｱ) エネルギーコスト削減の効果が事業実施前より生じている場合 

変更承認申請は不要です。実績報告時に任意の様式で理由書を作成の上、実績

報告書類を提出してください。 

※ 変更前の設備（当初導入予定だった設備）と比較してエネルギーコスト削減額

が減少しても、既存設備と比べてエネルギーコストが削減されていれば、変更

承認申請は不要です。ただし、削減額によっては、再度審査を行った結果、交

付決定を取り消す場合があります。 

(ｲ) エネルギーコスト削減の効果が生じない（事業実施前と同額又はエネルギーコスト

が増加する）場合 

補助対象外となり、３－１－⑴－②（Ｐ１０）により、事業の廃止申請の手続きが必要

となります。 

エ 交付決定後、設置場所を変更する場合 

変更承認申請は不要ですが、変更内容によっては交付決定を取り消す場合があります

ので、必ず事前に支援機関を経由してご相談ください。 

その上で、実績報告時には任意の様式で変更理由書を作成の上、変更後の内容で実績

報告書類を提出してください。 

オ 補助事業予定期間内に補助事業が完了しない見込みとなった場合 

注）補助事業の完了とは、納品、検収、支払、事業に使用する許認可等が必要な場合は

その許認可等を取得し、及び既存設備等の撤去・廃棄等が必要な場合はその撤

去・廃棄等が完了した段階をいいます。 

なお、撤去・廃棄等の完了は 4－２－⑩（Ｐ17）に記載する書類が整備され、撤去・

廃棄等に係る費用の支払い・設備等の引き渡しまでが完了したことをいいます。 

(ｱ) 補助対象期間内（令和８年１１月３０日まで）に補助事業を完了し、実績報告書を支

援機関に提出できる場合 

変更承認申請は不要です。 

(ｲ) 補助対象期間内（令和８年１１月３０日まで）に補助事業を完了し、実績報告書を支

援機関に提出できない場合 

原則として補助対象外となり、３－１－⑴－②（Ｐ１０）の事業の廃止申請手続きが

必要です。 

ただし、補助事業者の責めによらないやむを得ない場合は、補助対象期間を令和８

年１２月２５日(金)まで延長することを認める場合がありますので、変更承認申請を

行い、変更承認後の補助事業予定期間までに実績報告書を提出してください。 

【補助事業者の責めによらないやむを得ない場合】 

○ メーカー都合（部品供給を含む）による納品遅れ 
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○ 災害の影響で交通機関が乱れたことによる納品遅れ 

【補助事業者の責めによらないやむを得ない場合と認められないものの例】 

× 発注先の都合による納期遅れ（附帯工事含む） 

× 更新前の設備等の廃棄（又は売却）の遅れ 

× 事業用であることを証する書類の手続きの遅れ（車両等） 

× クレジットカード払いをした際の、口座引落日が補助対象期間後となった場合 

カ 発注予定先を変更する場合 

(ｱ) 発注予定先の所在地が島根県内から島根県内へ、島根県外から島根県内へ又は

島根県外から島根県外へ変更となる場合 

変更承認申請は不要です。 

(ｲ) 発注予定先の所在地が島根県内から島根県外へ変更となる場合 

変更承認申請が必要となります。 

変更承認申請書に理由を記載の上、変更後の内容に修正した指定の Excel 様式

（事業計画③）、見積書を添付して提出してください。 

※ 発注前である場合は、変更の承認通知があるまで発注はできません。 

※ 発注後であっても、審査の結果、交付決定を取り消す場合があります。 

キ 補助事業者に関する事項を変更する場合 

(ｱ) 名称や所在地の変更 

変更承認申請が必要となります。変更承認申請書に以下の書類を添付して提出し

てください。 

法人の場合…履歴事項全部証明書の写し 

個人の場合…住民票の写し 

※ 事業承継の場合は、個人事業の廃業届及び開業届など、事業承継されたことが

わかる種類の写しも併せて添付してください。 

(ｲ) 名称や所在地以外の変更 

変更承認申請は不要です。実績報告時に任意の様式で変更内容を届け出てくださ

い。 

② 事業の中止・廃止……交付要綱第 10 条 

事業を中止・廃止する場合は、事前に補助事業の中止・廃止申請書を提出し、承認を得ること

が必要です。支援機関を経由して申請書を提出してください。 

③ 遂行状況報告………………交付要綱第 11 条 

知事から補助事業の遂行状況について報告の指示があった場合、指定する期日までに支援

機関へご提出ください。 
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④ 実績報告……………………交付要綱第 12 条 

補助事業が完了したときは、完了日から起算して 15 日を経過する日又は補助対象期間の末

日（令和８年１１月３０日）のいずれか早い日までに実績報告書を支援機関へご提出ください。

補助対象期間中に、補助事業の実施結果の事業化等によって収益が生じたときは、補助金の

全部又は一部に相当する金額を納付させることがあります。 

⑤ 財産の管理・処分等………交付要綱第 16 条、第 17 条 

補助事業により取得した財産、効用の増加した財産は、取得財産等管理台帳（様式第 10号）

による管理が必要です。4－２－⑬（P１９）を確認してください。 

補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は見込まれるときは、その収入

の全部もしくは一部を補助事業者に納付させることがあります。 

また、50万円（税抜）以上の取得財産等については、補助金交付の目的及び減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められている耐用年数に相当

する期間内に処分等をしようとする場合は、財産等の処分承認申請書を提出し、事前に承認

を得ることが必要です。 

⑵ 事業の会計処理 

・ 補助事業の経理処理にあたっては、補助金交付の対象となる経費と本業の経費とを明確に区

分して処理することが必要です。 

・ 補助事業の帳票類は、本業の帳票類とは別に管理し、見積書・発注書・納品書・請求書・領収

書等を揃えて整備する必要があります。通常の経理処理や業務管理とは異なる場合がありま

すので、十分にご留意ください。 

・ 補助事業者は、補助対象経費の収支状況等を証する書類を、事業完了年度の翌年度から起

算して５年間保存する必要があります。 

証拠書類等については、４－１、２（P13～）を確認してください。 

 本補助金は、交付決定、額の確定及び支払い等を県が直接行っています。 

具体的な税務上の圧縮記帳の適用の可否については、税務署の判断によるため、税務署また

は税理士にご確認ください。 

⑶ 現地調査等 

・ 上記⑴の④実績報告書の提出後には、必要に応じて、帳簿書類その他の物件を検査し、関係

者に質問等を行うため、事務所、事業所等への現地調査に入ることがあります。また、補助事

業終了後にも実地検査に入ることがあります。 

⑷ 県内中小企業への優先的な発注（採択基準の一つ） 

・ 補助事業の実施にあたっては、県内に事業所を有する中小企業者への発注に努めてくださ

い。 
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２ 事業の適正な遂行のための留意事項 

⑴ 交付要綱・手引きを精読する 

・ 本補助事業は、「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補

助金交付要綱」及び「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事

業補助金公募要領」並びに「島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急

支援事業補助金利用の手引き」（以下、「交付要綱等」という）に従って実施する必要がありま

すので、交付要綱等を精読してください。 

⑵ 不正・不当な行為の禁止 

・ 本補助金は皆様からの税金で賄われていますので、補助事業者は適正に事業を実施する必

要があります。不正・不当な行為はしないようにしてください。 

・ 補助事業者が交付要綱等に違反する行為等（他の用途への無断流用、虚偽の報告など）をし

た場合には、補助金交付決定の取消・返還命令等を行います。 

⑶ 計画的な資金繰り 

・ 補助金は実績報告書の提出後、県の検査及び額の確定を行った後、精算払いとなります。 

・ 支払いを受けるまでは、全て自己資金・借入金等により事業を実施することが必要です。その

ため、資金調達方法を商工団体や金融機関等とよく話し合い、計画的な資金計画を立ててい

ただく必要があります。 

⑷ 消費税の取り扱い 

・ 消費税及び地方消費税相当額は補助金の補助対象外です。 

⑸ 事業開始は「交付決定日」以降に、事業完了は「補助対象期間」内に 

・ 補助金の対象となるのは「交付決定通知」があった日以降に行う事業です。それ以前に着手

（発注等）した事業は補助対象外となります。 

・ 申請時に使用した見積書等が適切で、有効期限が切れていなければ、その時の仕様書及び見

積書等は有効なものとして取り扱います。 

・ 補助対象期間内（令和８年１１月３０日）までに、支払行為を含む全ての事業を完了させてくださ

い。補助対象期間を過ぎて支払われた経費は補助対象外となります。 

⑹ 支払いは銀行振込 

・ 現金、小切手、手形による支払いは補助対象外となります。 

やむを得ない事情がある場合には、必ず事前に事務局へご相談ください。 

（詳細は 4－２－⑫（Ｐ17～）を確認してください。）  
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 ４ 証拠書類の整備                                         

１ 証拠書類 

補助金には、透明性・客観性、適切な経理処理と説明責任が要求されます。計上する全ての

経費について、適正性の証拠となる経理書類が必要となります。 

証拠書類が確認できない場合、補助対象とすることはできませんので、以下に掲げる注意事

項をしっかり守って、処理してください。 

＜証拠書類＞ 

【申請】※「申請編」の手引きに記載しています。 

① 対象設備の光熱費・燃料費の年間削減額のエビデンス 

② 見積書等の写し（２社以上から取得徴取する相見積が原則） 

③ 事業実施前の写真 

④ 事業に使用する許認可等の写し（許認可等の確認が必要な車両等の場合） 

【実績報告】※この手引き（「実績編」）に記載しています。 

① 対象設備の光熱費・燃料費の年間削減額のエビデンス 

② 見積依頼書等の写し（※異なる設備等（型番・個数）の見積書を仕様を示して２社以上から徴取する

場合） 

③ 見積書等の写し 

④ 事業実施前の写真（※申請時にやむを得ず写真を提出できなかった場合のみ） 

⑤ 発注書又は契約書の写し 

⑥ 納品書又は完了報告書の写し 

⑦ 検収調書の写し（※日付・確認者を明記） 

⑧ 事業に使用する許認可等の写し（許認可等の確認が必要な車両等の場合） 

⑨ 事業実施後の写真等 

⑩ 既存設備等の撤去・廃棄等を行ったことがわかる書類の写し 

⑪ 請求書の写し 

⑫ 支払いを証明する書類の写し 

⑬ 取得財産等管理台帳（様式第 10号） 

※ この他に、交付申請書や実績報告書の写し、交付決定通知書や額の確定通知書等

も併せて保存しておいてください。 
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２ 注意事項 

① 対象設備の光熱費・燃料費の年間削減額のエビデンス 

・ 型番・消費電力の変更があった場合のみ、再度作成してください。 

・ 詳細は利用の手引き「申請編」７－２－①（P２５～）を確認してください。 

② 見積依頼書等 

・ 同一の設備等（型番・個数）の見積書を２社以上から徴取する場合は、見積依頼書を提出する

必要はありません。 

・ 型番を指定せずに、同等の性能の設備等の見積書を２社以上から徴取した場合は、必要最低

限の仕様（性能等）を記載した見積依頼書の提出が必要です。 

例 1：〇〇の工事で使用できる車両であること、燃費が●ｋｍ/ｌであること 

例 2：〇畳用の省エネタイプの空調設備 

例３：〇〇室、△△室のＬＥＤ照明 等 

③ 見積書等の写し 

・ 交付決定後に交付決定を受けた内容で見積書等を再徴取することが原則ですが、補助金の

交付申請にあたって徴取した見積書等と事業内容が同じであれば、申請時の見積書等を証拠

書類としても差し支えありません。なお、有効期限の記載のある見積書等を徴取した場合で、

発注時点で有効期限が経過している場合は、交付決定後かつ発注日以前の日付で再度２社

以上から見積書等を徴取するか、安価な方の見積書等の発行者に、見積書等の内容が有効

であることを確認の上、見積書等の余白に以下のように記載してください。 

「○年○月○日時点で、有効な内容であることを○○（発注先）に■■（確認を行った方の氏名）

が確認した。」 

・ 事業の途中で、金額や数量・仕様等が変わった場合、交付決定後に見積依頼及び見積書の再

徴取をしてください。（見積書の内容についての詳細は、利用の手引き「申請編」７－２－②  

P２5～）を確認してください） 

なお、事業の変更承認申請が必要となる場合がありますので、３－１－⑴（P８～）をご確認の

上、手続きを行ってください。 

④ 事業実施前の写真 

・ 申請時にやむを得ず写真を提出できなかった場合のみ提出してください。 

例） 高所に設置された空調設備の室外機の型番写真 等 

⑤ 発注書又は契約書等の写し 

・ 発注書又は契約書など、補助事業者が施工業者に発注したことがわかる書類を保存してくだ

さい。 

・ 発注又は契約は、必ず交付決定通知の日以降に行い、発注書や契約書などの日付

は交付決定通知の日以降である必要があります。交付決定通知の日より前に発注

等を行った場合は、補助対象外となりますので注意してください。 
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・ 発注・契約等の「日付」、交付決定を受けた設備等の「名称」・「品番・型番」、「予定納期」、「納

品場所（住所又は設置場所（店舗名等））」の記載のある発注書又は契約書を保存してください。 

・ 発注・契約にあたっては、補助対象期間の終期である令和８年１１月３０日までに補助事業が完

了（※）するように、改めて発注先と調整した上で予定納期を設定してください。 

（※） 納品、支払及び既存設備等の撤去・廃棄等や許認可等の取得がすべて完了し、実績報

告書を支援機関に提出すること。 

・ 前払いを行う場合、発注時までに以下のいずれかの方法で、前払契約について双方が合意し

ていることを確認する必要があります。（明記されていない場合、補助対象外となります。） 

⑴見積書（受注者が前払いであることを記載）・発注書（発注者が前払いすることを記載） 

⑵発注書（発注者が前払いすることを記載）・発注請書（受注者が前払いであることを記載） 

⑶契約書（前払いであることを記載し、受注者と発注者で取り交わす） 

・ 通常の取引では発注書を作成していない事業者の方も、本事業の実施にあたっては必ず作成

してください。 

・ インターネットやメール等による注文のため、発注書を作成していない場合は、発注時の PC

画面（日付がわかるもの）をプリントアウトし、書面で保存してください。 

⑥ 納品書又は完了報告書の写し 

・ 設備等の納品を確認するための書類です。 

・ 契約の相手方から、納品書又は完了報告書を徴取してください。 

・ ⑤の発注書等と同一の内容である必要があります。（「名称」・「品番・型番」、「予定納期」、「納

品場所（住所又は設置場所（店舗名等））」等） 

・ 実際の納品日とは別に、発注書等記載の「予定納期」を必ず記載してください。（発注先担当

者による手書き追記も可） 

・ 実績報告書に添付する写しには、「納品日」を蛍光ペン等でマーキングしてご提出ください。 

・ 設備等の納品場所（住所又は設置場所（店舗名等））が記載されている必要があります。 

・ 予定納期までに納入されなかった場合は、納品書の余白に理由を簡潔に記載してください。受

注者側の証明は不要です。 

例１：メーカー都合で納車日が２週間遅れたため。 

例２：部品供給が間に合わず、工期が延びたため。 

例３：災害の影響で交通機関が乱れ、予定日に届かなかったため。 等 

なお、補助対象期間内（令和８年１１月３０日まで）に補助事業が完了(※)しないと見込まれる

場合には、変更承認申請又は事業の廃止が必要となります。（詳細は３－１－⑴（Ｐ8～）を確認

してください。） 

(※) 納品、支払及び既存設備等の撤去・廃棄等や許認可等の取得をすべて完了させ、実績

報告書を支援機関に提出すること。 

・ 納品後、補助事業者において検収を行い、適当と認められる場合には、納品書等の余白に以

下の例を参考に検収したことを記載してください。 
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・ 例）「○年○月○日 ■■■（検収を行った方の氏名）が発注書のとおり納品されたことを検収しま

した」 

⑦ 検収調書の写し 

・ 検収したことについて、納品書等の余白に追記しない場合、４－２－⑥（Ｐ１５）の内容が記載さ

れた検収調書（任意様式）を補助事業者が作成してください。 

⑧ 事業に使用する許認可等の写し（事業に使用する許認可等の確認が必要な車両等の場合） 

・ 補助事業の対象設備が、事業に使用する許認可等の確認が必要な車両等の場合は、許認可

等の取得が必要となります。必要な許認可等は利用の手引き「申請編」の３－１－⑴（P６～）を

確認してください。 

・ 許認可等の取得は、事業完了日又は令和８年１１月３０日のいずれか早い日までに行う必要が

あります。 

⑨ 補助事業実施後の写真等 

・ 更新後の設備等について、以下の写真を撮影してください。 

⑴ 設置場所の全景（車両・重機・船舶等の設備の場合には不要） 

⑵ 設備等の全景（車両の場合は正面（ナンバープレートが確認できる）、横（全体）） 

⑶ 補助事業で購入したことが識別できる表示（シール等） 

⑷ 品名・型番の記載ラベル 

・ 場所の全景については、事業実施前の写真と同一の角度及び範囲で撮影をしてください。 

※特に照明設備の更新においては、個数や位置が確認できない場合には再撮影をお願いす

ることがありますのでご留意ください。 

事業実施前の写真の詳細は利用の手引き「申請編」７－２－③（Ｐ２6）を確認してください。 

・ 対象が判別できる、鮮明な写真を保存してください。（「品番」や「型番」の文字等） 

・ 同一の写真に複数の設備等が写っている場合は、必ずそれぞれを○で囲み、名称や番号

を記載して判別できるようにしてください。（照明設備においても必須です） 

写真だけでは設備の判別が難しい場合には、補足資料として図面を添付してください。 

・ 更新後の設備等の写真で、既存設備等の撤去・廃棄等が確認できない場合や、更新前後で設

置場所が異なる場合には、既存設備等が撤去・廃棄等されたことが確認できる写真を撮影し

てください。（車両・重機・船舶等の設備の場合には不要） 

やむを得ず撤去等ができない場合には、配線を切断するなど物理的に使用できない状態にし

たことがわかる写真を撮影してください。 

・ 対象の設備等に、補助事業で購入したことが識別できる表示（シール等）を以下の例を参考に、

作成して貼り付けてください。 

なお、照明設備の場合は、配電盤やスイッチなどに貼り付けてください。（照明本体への貼付は

不要です）。 

例） 照明設備の場合     令和７年度補正エネ・コス事業 取得資産（LED） 

照明設備以外の場合  令和７年度補正エネ・コス事業 取得資産 
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・ 空調設備の更新の場合は、室内機・室外機ともに全景及び型番、識別シールの写真が必要で

す。（ただし、リモコン・操作パネル等はシール貼付・写真不要） 

⑩ 既存設備等の撤去・廃棄等を行ったことがわかる書類の写し 

・ 請求書、納品書又は完了報告書等に既存設備の撤去・廃棄等を行ったことがわかる記載があ

る場合は、別途書類を提出する必要はありません。 

【記載の例】 

・ 撤去・廃棄料又は処分費（費用がかからない場合はその記載があるもの）、 

・ １円以上の下取り価格 など 

・ 設備等の購入に係る契約とは別に撤去・廃棄等を行った等で請求書等に撤去・廃棄等に係る

記載がない場合は、以下の書類を作成等して保存してください。 

なお、売買や譲渡により補助事業者に収入がある場合は、補助金の額を減額しますのでご注

意ください。 

【車両】  

譲渡証明書、廃車証明書、売買契約書（引渡し予定日を記載してください） など 

【重機】 

譲渡証明書、売買契約書（引渡し予定日を記載してください）、 

処分（引取）業者が作成した念書 など 

【その他の設備等】 

施工業者等が作成した廃棄（又は売却）した旨の念書 

※ 補助事業者が自身で廃棄（又は売却）した場合 

売買契約書、処分（引取）業者が作成した念書、マニュフェスト など 

⑪ 請求書の写し 

・ 検収後に書面で発行を受けてください。口頭や電話等での請求は認められません。 

・ ⑤の発注書等と同一の内容である必要があります。（「名称」・「品番・型番」、「納品場所（住所

又は設置場所（店舗名等））」等 

・ 請求日とは別に、納品書等記載の「納品日」を必ず記載してください。（発注先担当者による手

書き追記も可） 

・ 「振込先の口座情報」が記載されている必要があります。 

・ インターネット等より発注し、インターネット上で支払う場合には、請求する旨が記載された画

面をプリントアウトし、書面で保存してください。 

・ 実績報告書に添付する写しには、「請求日」を蛍光ペン等でマーキングしてご提出ください。 

・ 請求時に、金額が申請時と相違する場合（下取額の変更、値引き等）は、事業の変更承認申請

が必要となる場合がありますので、３－１－⑴（P８～）をご確認の上、手続きを行ってください。 

⑫ 支払いが確認できる書類の写し 

・ 支払いは原則、銀行振込です。 （※必ず請求書に記載のある口座へお振込ください。） 

現金、小切手、手形による支払いはできません。 
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・ クレジットカード払いも可能ですが、補助事業者の銀行口座からの引き落としが確認できない

場合には、事業完了とは認められません。引落日が補助対象期間の終期を経過する場合は補

助対象外となり、事業の廃止が必要になりますので、十分ご注意ください。 

・ 前払いを行っている場合、前払契約である旨が契約書等に明記されている必要があります。

（詳細は４－２－⑤（P15）を確認してください。） 

・ 支払いが確認できる書類の例は次のとおりです。 

※ 領収書のみでは、証拠書類と認められません。 

○ 金融機関の窓口での振込 

➢ 振込金受取書及び通帳の該当部分をコピーしたもの 

※ 銀行窓口・ATM に現金を持参し振込を行った場合には、「現金出納帳」の写しの提

出が必須となります。そのため、原則として現金を持参しての窓口振込は行わず、

事業用口座からの支払いとしてください。 

○ ＡＴＭでの振込 

➢ 利用明細票及び通帳の該当部分をコピーしたもの 

○ インターネットバンキングでの振込 

➢ インターネットバンキングの振込記録等をプリントアウトしたもの（※） 

➢ 通帳の該当部分のコピー又はインターネットバンキングの入出金明細（振込が確認で

きるものと支払元がわかるもの） 

※ 「振込日」の前日以前の日付で作成された帳票（「振込処理の受付」「振込処理の承

認完了」等）は証拠書類となりません。必ず、振込実行日以降に出力した「取引状況

照会」等を提出してください。（帳票名は、金融機関や振込方法によって異なります

ので、出力方法がご不明な場合は、取引先の金融機関にご相談ください。） 

〇 クレジットカード払い 

➢ 領収書、カード会社が発行したカードの利用明細及び通帳の該当部分（引き落としが

確認できるもの）の写し 

・ 支払先の名義・口座番号、支払元、支払日、支払額等を確認できるものを保管・整理してくだ

さい。支払元の名義が確認できない場合、追加資料を求めることがあります。 

・ 支払元の名義は、補助事業者の名義で行い、補助事業者が支払ったと証明できるもの

にしてください。 

※支払元名義が補助事業者と異なる名義による支払いは、補助対象外となりますのでご注意

ください。 

【補助事業者名が「ABC 商事株式会社」の場合の、支払元口座・クレジットカードの名義例】 

〇 「ABC商事株式会社」 （法人名義） 

× 「島根 太郎」（代表者の個人名義）  

× 「島根ショップ」（法人が持つ店舗名） 
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・ 同一の支払先から複数の請求があり、他の支払いと併せて支払った場合は、支払いの合計金

額と一致するすべての請求書の写しが必要です。 

・ 「振込手数料」を差し引いて支払っている場合は、値引き扱いとなり、「補助対象経費」からそ

の金額を差し引くこととなりますのでご注意ください。 

⑬ 取得財産等管理台帳 

・ 補助事業で取得した財産を適切に管理するための台帳です。 

・ 補助事業で取得した財産のうち、取得価格等が単価 50 万円以上のものについて、所定様式

（交付要綱様式第 10号）に記載してください。 

また、事業の遂行に必要な機能提供が可能な一式の財産として、その取得価格等の合計が

50万円以上となる場合にも、取得財産等管理台帳への記載が必要となります。（※） 

（※）照明設備・空調設備の場合には、「店舗や部屋などの区画」（難しい場合には「設備一式」）

を「事業の遂行に必要な機能提供が可能な一式の財産」の単位として、取得価格を計算し

てください。 

・ 「取得価格」には工事費を含めた金額を記載してください。異なる財産であるが、工事費が共

通の場合は、工事費を案分してください。 

➢ 取得価額は消費税抜本体価格としてください。 

➢ 撤去・廃棄等に係る費用は控除してください。 

・ 「取得年月日」には「検収日」を記載してください。 

・ 保管場所は住所（「島根県」は省略可）及び施設名（拠点名・店名）を記載してください。 

例） 

 

 

 

【その他の注意事項】 

・ 見積時から支払時まで金額と名義について一貫性のある書類を保管してください。 

・ 会社名、屋号、代表者名等が変更となり、提出書類に不整合が生じる場合には、変更したこと

が分かる書類を追加で提出してください。（詳細は３－１－⑴（Ｐ10）を確認してください。） 

・ 見積番号・納品番号・契約番号等が記載されている場合には、他の書類の記載内容と整合性

がとれているか必ず確認してください。 

  

保管場所住所 松江市殿町一番地 

施設名（拠点名・店名） 本社 
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 支援機関（相談、受付窓口）                                         

 最寄りの商工団体  

＜商工会議所＞ 

松 江 （ビジネス支援部） 0852-32-0507 

安 来 （中小企業相談所） 0854-22-2380 

平 田 （ 経 営 支 援 部 ） 0853-63-3211 

浜 田 （ 経 営 支 援 課 ） 0855-22-3025 

益 田 （中小企業相談所） 0856-22-0088 

江 津 （ 経 営 支 援 課 ） 0855-52-2268 

出 雲 （ 経 営 支 援 課 ） 0853-25-3710 

大 田 （ 経 営 支 援 課 ） 0854-82-0765 

＜商工会＞ 

まつえ北 0852-82-2266 

安 来 市 0854-32-2155 

飯 南 町 0854-76-2118 

銀 の 道 0855-65-1110  

邑 南 町 0855-95-0278 

美 濃 0856-52-2537  

隠岐の島町 08512-2-1157  

ま つえ南 0852-66-0861 

雲 南 市 0854-45-2405 

斐 川 町 0853-72-0674 

川 本 町 0855-72-0123 

桜 江 町 0855-92-1331  

津和野町 0856-72-3131  

隠 岐 國 08514-2-0376  

東出 雲 町 0852-52-2344 

奥出 雲 町 0854-54-0158  

出 雲 0853-53-2558 

美 郷 町 0855-75-0805 

石 央 0855-42-0070 

吉 賀 町 0856-77-1255 

西ノ島町 08514-6-1021 

（※ 本所のみ記載しています。支所等については、本所にご確認ください。） 

島 根 県 商 工 会 連 合 会 0852-21-0651（本所 経営支援課）、0855-22-3590（石見事務所） 

島根県中小企業団体中央会 0852-21-4809（代表） 

公益財団法人しまね産業振興財団 0852-60-5115（本部 経営支援課）、0855-24-9301（石見事務所） 

 

商工会議所・商工会地図 
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 事業事務局・コールセンター                                         
 

島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業事務局 

 

所 在 地 〒690-0015 島根県松江市上乃木 6-1-21（ＪＡしまね中原店 2階） 

電話番号 0120-021-866 【電話受付時間 ９：00〜17：00（土日祝日除く）】 
E-mail jimukyoku@enecos-r7hosei-shimane.jp 

 

 

 

 

 

 

 県の担当窓口                                           
 

 島根県商工労働部中小企業課 商業・サービス業支援係 

 

所 在 地 〒690-8501 松江市殿町１番地 （島根県庁本庁舎２階） 

電話番号 0852-22-6055 

ＦＡＸ番号 0852-22-5781 

 

 

制度説明・申請書ダウンロード等 
https://www.chusho-r7hosei-enecos.pref.shimane.lg.jp 

 

mailto:jimukyoku@enecos-r7hosei-shimane.jp
https://www.chusho-r7hosei-enecos.pref.shimane.lg.jp/

